
H19.3.22改定

申込みから審査開始まで

「東京都食品衛生自主管理認証申込書」を提出

して頂きます。

所定の申込書が、当社に到着後、３０日以内に

お見積りを提示致します。

　　　　他社に決定 受審企業は、複数の審査会社からのお見積りを

ご検討され、審査事業者を決定して頂きます。

他社に決定した場合は、その時点で終了となります。

　　弊社に決定

他社に申請された場合でも、弊社には守秘義務が

ありますので、ご心配はありません。

この時点で、正式な申請受付けとさせて頂きます。

必要な添付書類と併せて、実施要綱第１号様式

「認証申請書」を提出して頂きます。

「認証申請書」の添付書類を確認し受理致します。

併せて、「東京都食品衛生自主管理認証業務確認書」

を取り交わして頂きます。

見積り金額をご請求させて頂きます。

ご入金を確認後、３０日以内に審査を開始致します。
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